
７．下水道使用料の改定推移（Ｓ５９年度から「基本料金＋超過料金」制を採用）

消費税なし 消費税なし 消費税３％ 消費税３％ 消費税５％ 消費税５％ 消費税５％ 消費税８％
消費税H31.10月
～10％

Ｓ５９～ Ｓ６３～ Ｈ４～ Ｈ８～ Ｈ１７～ Ｈ２１～ Ｈ２５～ Ｈ２６～ Ｈ２９～

１０㎥を超え、３０㎥まで 45 65 93 106.09 124 141 160 165 186

３０㎥を超え、５０㎥まで 50 73 106 121.54 143 163 185 191 216

５０㎥を超え、１００㎥まで 54 80 118 134.93 159 183 208 214 243

１００㎥を超え、５００㎥まで 58 87 130 149.35 177 204 232 238 270

５００㎥を超え、１０００㎥まで 62 96 146 167.89 198 227 258 265 300

１０００㎥を超える部分 65 105 163 187.46 219 249 283 291 329

公衆浴場汚水
及び温泉水汚水

１㎥につき 12 12 12 12.36 15 17 19 19 27

- ４４．６０％ ４３．３０％ １４．３４％ １５．０２％ １３．９６％ １３．００％ － １２．８３％

1.44 1.62 1.75 1.77 1.77 1.77 1.77 － 1.77

消費税なし 消費税なし 消費税３％ 消費税３％ 消費税５％ 消費税５％ 消費税５％ 消費税８％
消費税H31.10月
～10％

Ｓ５９～ Ｓ６３～ Ｈ４～ Ｈ８～ Ｈ１７～ Ｈ２１～ Ｈ２５～ Ｈ２６～ Ｈ２９～

820 1,130 1,550 1,766 2,065 2,347 2,658 2,741 3,098

- 1.38 1.37 1.14 1.17 1.14 1.13 － 1.13上記の改定率

平均改定率

＜参考＞

基本料金
（１０㎥まで）

項目

基本料金

超過料金
（１㎥につき）

１ヶ月２０㎥使用

消費税込み（単位；円）

累進度（最高単価/最低単価）

825 937 1,058370 480 620 705.55 1,088 1,230

－　７　－


